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 資料４  

［検討事項］ □総則（案）について 

 

○条例案文 

第一章 総則 

第１条 （目的） 

この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務及び活動原則等、議会に

関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に

応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

第２条 （基本理念） 

議会は、二元代表制のもと、公平性、公正性及び透明性を高め、市民に開かれた議会運営を実現し、議

員間の自由闊達な議論及び討議を行うことにより、広く市民の意思と市政の課題を的確に把握するととも

に、政策形成能力の向上を図り、政策立案及び政策提言を積極的に行い、市民の信頼と負託に応える議会

を目指すものとする。 

 

第３条 （基本方針） 

議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。 

（１）市民が積極的に議会に参加できるためには、議会活動の公開が前提となることから、公平性、公正

性及び透明性を高めるとともに、議会活動への市民参加の機会を多様に設定し、市民に開かれた議会の実

現を目指すこと。 

（２）二元代表制のもと、合議制の機関としての特性を生かし、議員間の自由闊達な議論及び討議を行う

ことにより、多様な意見の中から市政の課題に対する論点及び争点を明確にし、合意形成を図る議会の実

現を目指すこと。 

（３）市長その他執行機関（以下「市長等」という。）との緊張ある関係を保ちながら、議会の体制の充

実及び立法機能の強化を図り、政策立案及び政策提言を積極的に行い、市民の意思を的確に市政に反映さ

せる議会の実現を目指すこと。 

 


